
令和６年議案第３号

ところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　出予算の総額を歳入歳出それぞれ206,156千円とする。

　入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

　　令和６年２月２１日提出

尾張北部環境組合管理者　　澤田　和延

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,563千円を減額し、歳入歳

令和５年度尾張北部環境組合一般会計補正予算（第２号）

　令和５年度尾張北部環境組合の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定める

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、翌年度

　に繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。
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歳　  入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

第１表　　歳入歳出予算補正
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歳　  入

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

１　分担金及び負担金 212,062 △ 16,163 195,899

１　負担金 212,062 △ 16,163 195,899

３　国庫支出金 5,385 600 5,985

１　国庫補助金 5,385 600 5,985

221,719 △ 15,563 206,156

歳　  出

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

１　議会費 1,312 △ 180 1,132

１　議会費 1,312 △ 180 1,132

２　総務費 74,444 △ 1,679 72,765

１　総務管理費 74,241 △ 1,679 72,562

３　建設事業費 144,963 △ 13,704 131,259

１　建設事業費 144,963 △ 13,704 131,259

221,719 △ 15,563 206,156

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　 　入　  　　合　　  　計

歳　　 　出　  　　合　　  　計
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［単位：千円］

款 項 金　額

第2表　　繰越明許費

事　業　名

雨水排水路整備事業 5,316

出入路整備事業 16,617

３　建設事業費 １　建設事業費
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歳　  入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

第１表　　歳入歳出予算補正
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１　総　  括

（歳  　入）

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

１　分担金及び負担金 212,062 △ 16,163 195,899

３　国庫支出金 5,385 600 5,985

歳　　入　　合　　計 221,719 △ 15,563 206,156

（歳　  出）

千円 千円 千円

１　議会費 1,312 △ 180 1,132

２　総務費 74,444 △ 1,679 72,765

３　建設事業費 144,963 △ 13,704 131,259

歳　　出　　合　　計 221,719 △ 15,563 206,156

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

千円 千円 千円 千円

△ 180

△ 1,679

600 △ 14,304

600 △ 16,163

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源
一　般　財　源
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２　歳　入

　１款 分担金及び負担金  　３款 国庫支出金

款 項 目

 １　分担金及び負担金 212,062 △ 16,163 195,899

 １　負担金 212,062 △ 16,163 195,899

 １　負担金 212,062 △ 16,163 195,899

 3　国庫支出金 5,385 600 5,985

　１　国庫補助金 5,385 600 5,985

　１　国庫補助金 5,385 600 5,985

221,719 △ 15,563 206,156

科　　目
補正前の予算額 補正予算額 計

歳　入　合　計

-8-



　　　　　　〔単位：千円〕

区　分 金　額

１　議会運営費 △ 180  議会運営費負担金 △ 180

　　負   担   金 負担割合 議員定数割

対象事業費 △ 180,000 円

犬山市 江南市 大口町 扶桑町 合計

3 3 3 3 12

3／12 3／12 3／12 3／12

△ 45,000 △ 45,000 △ 45,000 △ 45,000 △ 180,000

２　ごみ処理施設 △ 15,983  ごみ処理施設建設費負担金 △ 15,983

　 建設費負担金 負担割合 均等割：15／100　人口割：85／100

対象事業費 △ 15,983,000 円

犬山市 江南市 大口町 扶桑町 合計

72,850 99,176 24,240 35,002 231,268

     均等割 3.750% 3.750% 3.750% 3.750% 15.000%

人口割 26.775% 36.451% 8.909% 12.865% 85.000%

計 30.525% 40.201% 12.659% 16.615% 100.000%

△ 4,878,811 △ 6,425,326 △ 2,023,288 △ 2,655,575 △ 15,983,000

１　ごみ処理施設 600  循環型社会形成推進交付金 600

　 建設費補助金

　

　

　  

説　　　　　　　明
節

区分
議員定数（人）

負担割合
負担金額（円）

区分

人口（人）

負
担
割
合

負担金額（円）

交付予定額　　　5,985,000円

当初予算額　　　5,385,000円

差額　　　　 　　600,000円
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３　歳　出

　１款 議会費　　２款 総務費　　３款 建設事業費　

国県支出金 地方債 その他

 １　議会費 1,312 △ 180 1,132    △ 180

 １　議会費 1,312 △ 180 1,132    △ 180

 １　議会費 1,312 △ 180 1,132    △ 180

 ２　総務費 74,444 △ 1,679 72,765    △ 1,679

 １　総務管理費 74,241 △ 1,679 72,562    △ 1,679

 １   一　般 73,998 △ 1,679 72,319    △ 1,679

      管理費

 ３　建設事業費 144,963 △ 13,704 131,259 600 0  △ 14,304

 １　建設事業費 144,963 △ 13,704 131,259 600 0  △ 14,304

 １  建   設 144,963 △ 13,704 131,259 600 0  △ 14,304

     事業費

221,719 △ 15,563 206,156 600 0 △ 16,163

款 項 目
特　定　財　源

一般財源

科　　目
補正前の
予算額

補正予算額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

歳　出　合　計
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　　　〔単位：千円〕

12　委託料 △ 180 会議録作成業務委託料 △ 180

7　報償費 △ 220 弁護士相談料 △ 220

10　需用費 △ 360  印刷製本費

組合だより発行費 △ 360

12　委託料 △ 99 財務書類作成等支援委託料 △ 99

18　負担金補助 △ 1,000 派遣職員人件費負担金 △ 1,000

及び交付金

12  委託料 △ 13,704 △ 107

△ 88

△ 209

出入路詳細設計業務委託料 △ 7,033

雨水排水路基本設計業務委託料 △ 6,267

地歴調査業務委託料

草刈等委託料委託料

環境影響評価事後調査業務（その３）委託料

説　　　　　　　　　　　明
区分 金額

節
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